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メ

モ
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 １
．

港
湾

運
送

業
に

つ
い

て
 

 
（
港

湾
運

送
業

の
概

要
説

明
、

業
界

の
現

状
な

ど
。

）
 

  ２
．

港
湾

運
送

業
に

お
け

る
課

題
 

 
・
港

湾
運

送
業

で
は

、
貨

物
量

の
多

寡
が

業
務

量
の

多
寡

に
直

結
す

る
た

め
、

日
本

の

港
湾

に
お

け
る

取
扱

貨
物

量
を

増
加

さ
せ

る
こ

と
が

重
要

。
 

 ・
ア

ジ
ア

主
要

港
に

寄
港

す
る

国
際

基
幹

航
路

の
便

数
は

増
加

又
は

横
這

い
で

あ
る

一

方
、

日
本

に
寄

港
す

る
国

際
基

幹
航

路
の

便
数

は
減

少
し

て
い

る
。

 

  
・
国

際
基

幹
航

路
の

直
接

寄
港

が
減

少
す

る
と

、
海

上
輸

送
コ

ス
ト

が
高

騰
し

、
日

本
の

港
湾

に
お

け
る

取
扱

貨
物

量
が

減
少

す
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

 ３
．

政
策

提
言

 

・
国

は
こ

れ
ま

で
、

「
集

貨
」
「
創

貨
」
「
競

争
力

強
化

」
の

３
本

柱
か

ら
な

る
国

際
コ

ン
テ

ナ

戦
略

港
湾

政
策

に
取

り
組

ん
で

き
た

。
 

 ・
そ

の
結

果
、

神
戸

港
で

は
平

成
2
8

年
の

コ
ン

テ
ナ

貨
物

取
扱

個
数

が
阪

神
・
淡

路
大

震
災

以
降

で
過

去
最

高
を

記
録

し
、

横
浜

港
で

は
本

年
４

月
か

ら
北

米
基

幹
航

路
が

新
規

開
設

さ
れ

る
な

ど
、

具
体

的
な

成
果

が
現

れ
て

い
る

。
 

 

・
今

後
も

、
「
集

貨
」
「
創

貨
」
「
競

争
力

強
化

」
各

施
策

を
よ

り
一

層
促

進
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

。
 

 

・
「
集

貨
」
に

つ
い

て
は

、
経

済
成

長
著

し
い

東
南

ア
ジ

ア
諸

国
と

北
米

間
を

輸
送

さ
れ

る

コ
ン

テ
ナ

貨
物

を
日

本
で

の
ト

ラ
ン

シ
ッ

プ
貨

物
と

し
て

取
り

込
む

た
め

の
支

援
（
海

外

集
貨

）
を

講
じ

、
日

本
の

国
際

基
幹

航
路

の
維

持
・
拡

大
を

図
る

こ
と

が
必

要
。

 

 

・
「
創

貨
」
に

つ
い

て
は

、
港

湾
背

後
地

へ
の

物
流

施
設

等
の

立
地

を
促

進
し

、
港

湾
エ

リ

ア
に

お
け

る
物

流
ハ

ブ
機

能
の

更
な

る
強

化
が

必
要

で
あ

り
、

高
度

な
流

通
加

工
機

能
を

付
与

し
た

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ク

ス
・
ハ

ブ
の

形
成

を
図

る
こ

と
が

必
要

。
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・
「
競

争
力

強
化

」
に

つ
い

て
は

、
世

界
最

大
級

の
コ

ン
テ

ナ
船

入
港

に
対

応
し

た
大

水

深
コ

ン
テ

ナ
タ

ー
ミ

ナ
ル

の
整

備
等

を
引

き
続

き
推

進
す

る
こ

と
が

必
要

。
 

 

・
ま

た
、

コ
ン

テ
ナ

船
の

航
路

網
を

維
持

・
拡

大
す

る
た

め
の

施
策

と
し

て
、

世
界

最
大

の

Ｌ
Ｎ

Ｇ
輸

入
国

で
あ

る
と

い
う

我
が

国
の

強
み

を
活

か
し

、
Ｌ

Ｎ
Ｇ

バ
ン

カ
リ

ン
グ

（
船

舶

へ
の

燃
料

供
給

）
拠

点
の

形
成

等
も

有
効

。
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①高速道路料金の大口・多頻度割引最大５０％の継続

②交通安全確保のため暫定２車線区間の４車線化の推進

③生産性向上のためネットワークの整備及び渋滞対策の促進

④ＳＡ・ＰＡ、道の駅における駐車スペースの活用

⑤物流施設等との直結を含めたスマートＩＣ事業の活用及び「中継輸送」の実現に向けた取り組みの推進

⑥ドライバー不足に対応するため、トレーラ化やダブル連結トラックの導入推進及び自動運転、隊列走行の

実現に向けた支援の強化

３

３．今後のトラック運送事業の課題解決への施策

輸送の効率化推進のための施策

①荷待ち時間の削減等長時間労働の抑制や適切な運賃・料金の支払い、無償の附帯作業の要求等商習慣の

見直し等適正取引推進のため、荷主に対する指導の徹底

②運賃・料金区分の明確化と適切に収受できる仕組みの導入

③責任や業務の明確化等適正取引推進のため、契約書面化の普及・定着

④公正な競争環境の確保のため、事業用自動車の要件強化等参入規制の強化及び不適正事業者への指導

強化

⑤物流子会社を含む第一種利用運送事業（自動車）専業者に対する安全管理義務規定の設定等規制の強化

⑥多層構造の弊害の是正

適正取引推進のための施策

トラック運送業界は、今後も我が国経済の持続的成長と安全・安心で豊かな国民生活を支えていく役割が求められている。
そのため、２０１７年に策定される次期総合物流施策大綱において、トラック運送業界としては以下の施策が必要である。

全日本トラック協会提言事項
３
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JIFFA提言事項
5



6



7



１． 一般トラックターミナルは、供用開始から40年以上
経過したものが多く、施設の老朽化が進み、建替えや
大規模補修等が必要となっております。物流ニーズの
変化に対応した施設の高機能化も必要ですが、小規模
事業者が多数であり、資金確保が重要な課題です。株
主を含めた各企業が、まず、尽力すべき問題ではあり
ますが、事業の公共性から使用料金を低廉に抑えてい
ることも考慮し、国等による投資負担の軽減策（固定
資産税の軽減措置等）についてご検討頂きたい。

政策提言（その１）

自動車ターミナル
法の施行から５０年
経過、トラックターミ
ナル施設の老朽化

事業は、土地取得・
施設整備に多額の
先行投資が必要

しかし、事業の公共
性から使用料金が
低廉で、固定資産
税等の負担も大

投資効率が極めて
低く、投下資本の
回収に長期間を要

する

14

（参考） 売上高に対する固定資産税及び都市計画税の占める割合は、
各社の単純平均で１１％

トラックターミナル協会提言事項
8



２． 一般トラックターミナルは、多数のトラックが利用することを
前提とした荷捌き施設等を有しているので、災害発生時の支援物
資輸送等の拠点として優位です。このため、国土交通省の民間物
資拠点へのリストアップ（８箇所）や地方自治体の広域輸送基地
指定（６箇所）や施設使用等に関する協定の締結（３社）も行わ
れています。
このため、大規模地震等災害発生時における支援物資輸送等の
トラック輸送を確保する観点から、
①災害時、緊急時におけるトラック輸送活動を支えるため、
一般トラックターミナルの敷地内にある給油施設への優先
的な燃料供給についてご検討いただきたい。
②同様に、需給逼迫による電力制限実施の際、一般トラック
ターミナルが実施対象とならないようご検討いただきたい。

政策提言（その２）

被災地域の一般トラックターミ
ナルは、緊急支援物資の受
入・仕分の拠点

その他の地域の一般トラックター
ミナルは、支援物資や復興資材
の発送拠点・中継拠点としての
役割

災害時及び緊急時における施設利
用者である運送事業者の輸送活動
を支えることは、一般トラックターミ
ナルの公共性から責務と考える

15

9



３． 特積み事業者の荷扱場利用の縮小等があった場合に、空いた荷
扱場を必要とする他の事業者（業種は問わない）に貸与したり、
トラックターミナル内の保管庫（倉庫）等を特積み事業者以外の
事業者（同上）に貸与するケースが考えられます。こうしたトラ
ックターミナル事業を維持、継続するために必要な経営施策を、
円滑に実施することができるように、引き続き、自動車ターミナ
ル法の運用をお願いしたい。
また、一部会員企業では、物流ニーズの変化等に対応し、トラ
ックターミナルの生産性向上を図るため、従来の荷扱場の他、
広範な物流需要を対象とし、利用する事業者の業種は問わない高
機能型物流施設（配送センター等）の建設を進めております。こ
うしたトラックターミナルの高機能化等を促進する経営施策が円
滑に行えるように、都市計画等が見直されるようお願い致したい。

政策提言（その３）

16

10



政策提言（その３）

17

〈参考〉
第８版 都市計画運用指針（抄）
Ｈ．流通業務団地
１．流通業務団地の都市計画の考え方

流通業務市街地は、「流通業務施設の整備に関する基本方針」（流通業務市街
地の整備に関する法律第３条の２）に基づき定められる地域地区である「流通業務
地区」及び都市施設である「流通業務団地」により構成される。

流通業務地区は、当該都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を
図るため、流通業務市街地として整備すべき地域について、都市計画に定めるも
のであり、地区内では、流通業務に関連する施設以外の設置が規制される。

この流通業務地区内で、その中核として特に一体的・計画的に整備すべき区域
として、流通業務団地に係る都市計画が定められる。

なお、既に流通業務団地の都市計画が指定されている区域において、近年の物
流に係る業態の多様化、展示場等流通業務を支援する施設のニーズの発生等の
状況の変化に対応しつつ、物流効率化に向けて、流通業務市街地の整備及び円
滑な機能更新を計画的に促進するため必要がある場合については、流通業務団
地に関する都市計画の変更を機動的に行うことが望ましい。

11



４． トラック隊列走行等の技術革新が一般トラックター
ミナルに与えるインパクトについて、当協会でも調査
等を実施しています。今後、トラック隊列走行等の実
現に関し、トラックターミナル事業者の知見、ノウハ
ウ等が活用されるとすれば、物理的、経営的な制約は
ありますが、民間企業として適切に対処したいと考え
ております。このため、トラック隊列走行等の技術革
新の状況や物流に与える影響等について、国の積極的
な情報発信をお願い致したい。

政策提言（その４）

18

12



  

外
国
人
技
能
実
習
制
度
の
物
流
分
野
職
種
拡
大
に
向
け
た
提
言

 

 

平
成

2
9
年

3
月

1
7
日

 

一
般
社
団
法
人
 
日
本
生
産
技
能
労
務
協
会

 

物
流
部
会

  

 
一
般
社
団
法
人
日
本
生
産
技
能
労
務
協
会
（
Ｊ
Ｓ
Ｌ
Ａ
）
は
、
製
造
請
負
・
派
遣
業
で
働
く
労
働
者
の

雇
用
の
安
定
、
労
働
環
境
の
改
善
及
び
技
能
の
養
成
を
図
り
、
業
界
の
健
全
な
発
展
、
併
せ
て
日
本
の
も

の
づ
く
り
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

 

 
物
流
部
会
は
同
協
会
の
物
流
分
野
の
人
材
サ
ー
ビ
ス
企
業
が
集
結
し
、
物
流
人
材
サ
ー
ビ
ス
業
界
に
お

け
る
共
通
課
題
の
解
決
お
よ
び
人
材
育
成
に
向
け
て
尽
力
す
る
こ
と
を
通
じ
、
我
が
国
の
物
流
の
発
展
に

寄
与
す
る
も
の
と
確
信
し
、
活
動
を
し
て
お
り
ま
す
。

 

 
日
本
の
製
造
業
の
ア
ジ
ア
圏
へ
の
海
外
進
出
に
伴
い
、
日
系
物
流
企
業
も
海
外
進
出
を
果
た
し
、
現
時

点
で
は
ア
ジ
ア
圏
に
お
け
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
が
進
展
し
、
そ
の
高
度
化
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
、
越
境

Ｅ
Ｃ
の
発
展
に
伴
い
消
費
者
物
流
に
お
き
ま
し
て
も
、
日
本
的
な
利
便
性
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

 

 
従
い
ま
し
て
、
日
本
で
培
わ
れ
た
、
顧
客
視
点
の
き
め
の
細
か
い
日
本
品
質
の
物
流
サ
ー
ビ
ス
を
展
開

す
る
う
え
で
、
日
系
現
地
法
人
や
ア
ジ
ア
圏
物
流
企
業
で
は
日
本
の
技
能
・
技
術
・
知
識
を
所
持
し
た
リ

ー
ダ
ー
人
材
が
渇
望
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
物
流
人
材
の
教
育
体
制
の
整
備
が
追
い
付
い
て
い
な
い
現
状
が

あ
り
、
我
が
国
の
優
れ
た
物
流
品
質
を
現
地
展
開
す
る
た
め
に
は
、
人
材
の
育
成
は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

 

 
外
国
人
技
能
実
習
制
度
は
我
が
国
で
培
わ
れ
た
優
れ
た
技
能
・
技
術
・
知
識
を
開
発
途
上
国
等
へ
移
転

す
る
こ
と
に
よ
り
国
際
貢
献
を
行
う
趣
旨
の
制
度
で
す
が
、
物
流
業
界
で
は
「
工
業
包
装
」
を
除
い
て
技

能
実
習
２
号
に
移
行
可
能
な
職
種
・
作
業
と
し
て
認
可
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

 

 
2

0
1
6
年

1
1
月
に
公
布
さ
れ
た
技
能
実
習
法
で
は
監
督
機
能
強
化
と
と
も
に
、
優
良
な
実
習
実
施
者
で

あ
る
こ
と
や
、
優
良
な
運
用
を
前
提
に
技
能
実
習
制
度
の
拡
充
の
意
図
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

 

 
海
外
展
開
し
て
い
る
日
系
現
地
法
人
お
よ
び
各
国
の
物
流
企
業
に
対
し
、
リ
ー
ダ
ー
人
材
の
育
成
を
通

じ
て
、
関
係
諸
国
の
発
展
を
志
向
し
、
国
際
貢
献
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
指
す
た
め
、
物
流
分
野
で
の
職

種
拡
大
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

 

 

 
以
上
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